
１年を超える⺠間企業等から地⽅公共団体への出向
により、相互理解、双⽅における⼈材の育成・活⽤、組
織運営の活性化を促進︕

⺠間企業等から地⽅公共団体への在籍出向が可能であること、
また、その場合、雇⽤保険の被保険者資格が継続され、算定
基礎期間に算⼊されることを周知するため、所要の措置を講ずる。

①⺠間企業等から地⽅公共団体への在籍出向が可能か不明な
ため、⺠間企業を退職して地⽅公共団体へ出向していた⾃治
体が存在。
②１年を超える期間、移籍出向した場合、雇⽤保険の算定基
礎期間がリセットされ、将来失業した場合の失業給付の⽇数が
少なくなる。

⺠間企業等から地⽅公共団体への在籍出向及びその際の雇⽤保険上の取扱い
（令和５年３⽉31⽇ 総務省⾃治⾏政局公務員部公務員課事務連絡）

（雇⽤保険に関する業務取扱要領 適⽤関係 第３被保険者 20352（2）労働者の特
性・状況を考慮して判断する場合）
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